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○ 取扱い 

 自己血輸血時の間接クームス検査加算、不規則抗体加算及び血液交叉試

験加算の算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 間接クームス検査加算、不規則抗体加算及び血液交叉試験加算は不適合

輸血を防ぐための検査であり、自己血輸血に当たっては、出庫時並びに輸

血時に患者氏名、生年月日、血液型、ID 番号等を複数の医療従事者で確

認するなど、本人の自己血との確認が適正に行われていると考え、上記検

査の保険診療上の必要性は低いと考えられる。 

 以上のことから、自己血輸血時の間接クームス検査加算、不規則抗体加

算及び血液交叉試験加算の算定は、原則として認められないと判断した。 

 


